
BFRトレーナーズ協会
会員規程

第１章　総　則

（本規定の意義）

第１条　

　・BFRトレーナーズ協会（以下、協会という）が認定するBFRトレーナー、NPTA

パーソナルトレーナーおよびライトピラティス インストラクターの指導の内

容や役割の適正化と向上をはかるために、その登録手続き、更新手続き、指導

内容（業務内容）および懲戒処分などについて規定する。

・BFRトレーナーズ協会の無料会員のついて、メルマガを受信することや有料・

無料のセミナーを受講できることについて規程する。

　

（BFRトレーナー・NPTAパーソナルトレーナー・ライトピラティスインストラク

ターの目的）

第２条　

・BFRトレーナーは、顧客に対し協会主催の資格取得講座によって得た、BFRト

レーニングに関する知識、BFRトレーニングベルトに関する説明、BFRトレーニン

グベルトを用いたトレーニングについての助言・指導を行うことにより、トレー

ニング成果の向上と効率を促し、もってその適正化および活性化を図ることをそ

の制度の目的とする。

・NPTAパーソナルトレーナーは、顧客に対し協会主催の資格取得講座によって得

た、パーソナルトレーナーになるための基本的な機能解剖学、運動生理学、ス

ポーツ障害、栄養学などの知識に加えレジスタンストレーニング、ストレッチ、

ファンクショナルトレーニング、パーソナルトレーニング実技など指導するに当

たって必要な知識と指導者としての指導技術を持って、現代に活躍するパーソナ

ルトレーナーの育成を目的とする。

・ライトピラティスインストラクターは、顧客に対して協会主催の資格取得講座

よって得たマットピラティス、スパインコレクター、リフォーマーピラティスの

知識と技術を以て安全に適正に指導し、ピラティス本来の身体調整法を実践する

ことを目的とする。

（BFRトレーナー・NPTAパーソナルトレーナーおよびライトピラティス インスト

ラクターの倫理）

第３条　BFRトレーナー・NPTAパーソナルトレーナーおよびライトピラティス イ

ンストラクターの遵守すべき倫理規定については、別途特別委員会によって定め

る。
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（用語の定義）

第４条　本規定および倫理規定を通じて、用いられる用語の定義は以下のとおり

とする。

1 当協会：BFRトレーナーズ協会をいう。

2 会員　：当協会の会員をいう。

3 顧客（クライアント）

・BFRベルトによる健康推進、スポーツ技術の向上、体力の向上を目的とし、

BFRトレーナーの指導を希望する顧客をいう。

・NPTAパーソナルトレーナーにおいては、トレーニングを指導実施する相手

を顧客という。

・ライトピラティスインストラクターにおいては、マットピラティス・スパ

インコレクター・リフォーマーピラティスを指導実施する相手を顧客とい

う。

4 BFRトレーナー：第６条に従って、当協会が認定するBFRトレーナーとしての

認定を受け、BFRトレーナーとしての指導（業務）を行う。

　　ＮPTAパーソナルトレーナー：第６条に従って、当協会が認定するNPTAパー

ソナルトレーナーとしての認定を受け、ＮPTパーソナルトレーナーとしての指導

（業務）を行う。

　ライトピラティスインストラクター：第六条にしたがって、当協会が認定する

ライトピラティスインストラクターとしての認定を受け、ライトピラティスイン

ストラクターとしての指導（業務）行う。

5 登録者証：

BFRトレーナーにおいては、第６条に従って特別委員会が発行するBFRトレー

ナー登録者をいう。

NPTAパーソナルトレーナーにおいては、第6条に従って特別委員会が発行する

NPTAパーソナルトレーナー登録者をいう。

ライトピラティスインストラクターにおいては、第6条にしたがって特別委員

会が発行するライトピラティスインストラクター登録者をいう。

6 トレーニング指導（業務）：BFRトレーナー・NPTAパーソナルトレーナー・ラ

イトピラティスインストラクターとして顧客（クライアント）に行う指導

（業務）をいう。

7 特別委員会：当協会に設置される「BFRトレーナー特別委員会」「ＮＰＴＡ

パーソナルトレーナー特別委員会」「ライトピラティスインストラクター特

別委員会」をいう。

8 養成講座：特別委員会の実施する「BFRトレーナー養成講座」「ＮＰＴＡパー

ソナルトレーナー養成講座」「ライトピラティスインストラクター養成講

座」をいう。

（BFRトレーナーの指導（業務））
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第５条　

・BFRトレーナーは、BFRトレーニングについての専門的な知識に基づいて、顧客

（クライアント）に対してBFRベルトとそれを使用したトレーニングに関する適

切な助言を与え、顧客の求めるトレーニング成果を得るまでの全てにおいて補佐

することを業務とする。

・NPTAパーソナルトレーナーは、パーソナルトレーニングに必要な専門知識に基

づき、顧客（クライアント）の求めに応じ、適正な技術で指導を行うことを業務

とする。

・ライトピラティスインストラクターは、マットピラティス、スパインコレク

ター、リフォーマーピラティスの概念や技術によって、クライアントの求めに応

じ、身体を調整する方法を指導することを行う業務とする。

（登録手続き）

第６条　

1、特別委員会の実施する養成講座を受講し、修了したと認められる者は特別委

員会に対してBFRトレーナーの登録を申請することができる。

2、養成講座を受講できる者は、以下の者（但し、自然人に限る）とする。

1 当協会の会員

2 当協会の推薦する者

3 その他一般顧客を含む特別委員会が受講資格を認めた者

3、NTPAパーソナルトレーナーは、NPTAパーソナル資格取得講座を受講し、座

学、実技を修了することでNPTAパーソナルトレーナーに登録される。

4、ライトピラティスインストラクターはライトピラティスインストラクター資

格取得講座を受講し、座学、実技を修了することでライトピラティスインス

トラクターに登録される。

5、特別委員会によるBFRトレーナーの登録を受けていない者は、当協会認定BFR

トレーナーの名称を使用することができない。

（更新手続き）

第７条

1、 BFRトレーナーの登録は、登録日より１年間有効とする。

2、 NPTAパーソナルトレーナーおよびライトピラティスインストラクターの登録

は、登録日より永久無料とする。

3、 BFRトレーナーは、登録の有効期限のうちに、特別委員会が実施または指定

する講習（以下、「継続講習」という）を受講しなければならない。

4、 BFRトレーナーの登録機関の満了にあたっては、期間満了の2か月前から、特

別委員会に対して、BFRトレーナー登録を申請することができる。

5、 継続講習を受講していない者は、BFRトレーナーの登録を更新することがで

きない。

6、 特別委員会は第4項の例により、BFRトレーナーの登録更新を拒絶することが

できる。

7、 BFRトレーナーの登録更新を拒絶されたものは、特別委員会に対し、速やか

に第８条に基づいて交付される登録者証を返還しなければならない。
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（BFRトレーナー・NPTAパーソナルトレーナー・ライトピラティスインストラク

ターの登録者証の交付）

第８条

1、 特別委員会は、BFRトレーナー・NPTAパーソナルトレーナー・ライトピラ

ティスインストラクターに対し、BFRトレーナー・NPTAパーソナルトレー

ナー・ライトピラティスインストラクター登録者証を発行する。

2、 登録者証には、BFRトレーナー・NPTAパーソナルトレーナー・ライトピラ

ティスインストラクターの登録番号・氏名・登録年月日、有効期限等を記載

する。

3、 BFRトレーナー・NPTAパーソナルトレーナー・ライトピラティスインストラ

クターはBFRトレーナー・NPTAパーソナルトレーナー・ライトピラティスイ

ンストラクターの指導（業務）を行うに際して、顧客（クライアント）に対

し、必要に応じて登録者証を適宜しめさなければならない。

4、 BFRトレーナーは登録者証に記載された事項に移動を生じたとき、または登

録者証を紛失し、あるいは盗取された時は、ただちに特別委員会に届け出な

ければならない。

5、 特別委員会は第７条に基づき、更新手続きを行った者に対し、新たな登録者

証を発行する。

（登録の失効）

第９条　

１、当協会認定BFRトレーナーとしての登録は、以下の場合には失効する。

・第７条による更新手続きが行われないまま、有効期限を徒過したとき。

・BFRトレーナーが死亡したとき。

２、当協会認定NPTAパーソナルトレーナー・ライトピラティスインストラクター

の登録は、以下の場合には失効する。

・NPTAパーソナルトレーナー・ライトピラティスインストラクターが死亡した

時。

（登録の取り消し）

第１０条　特別委員会は、以下の場合はBFRトレーナー・NPTAパーソナルトレー

ナー・ライトピラティスインストラクターの登録を取り消すことができる。

1、別途定めるBFRトレーナー倫理規定に違反し、本規定第１１条ないし１４条

に基づき、倫理委員会においてBFRトレーナーの資格停止処分が確定したも

の。

2、犯罪を起こし、刑罰が決定されたもの。

3、禁治産または準禁治産の宣告を受けたもの。

（懲戒処分）

第１１条

1、何人も、BFRトレーナー・NPTAパーソナルトレーナー・ライトピラティスイ

ンストラクターが本規程またはBFRトレーナー倫理規定に違反し、その他非
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異行為があったときは、特別委員会に対し懲戒処分を請求することができ

る。

2、懲戒処分は以下の３種とする。

1 戒告

2 １週間以上１年以下の業務停止

3 資格停止

（BFRトレーナー倫理委員会）

第１２条

1、懲戒の申し立てがあったときは、特別委員会の指名により、当協会の会員及

び有識者からなるBFRトレーナー倫理委員会を組織する。

2、倫理委員会は、申立人及び被申立人から事情聴取し、その他適当な手段によ

り事実関係を調査し、懲戒処分を決定する。

3、前項の懲戒処分にあたって、倫理委員会はその理由を書面により明らかにし

当事者に告知しなければならない。

（懲戒処分に対する異議の申立）

第１３条

1、BFRトレーナー・NPTAパーソナルトレーナー・ライトピラティスインストラ

クターが、前条の規定により懲戒処分を受けたときは、特別委員会に対し

て、意義の申し立てを行うことができる。

2、意義の申し立ては、意義の理由を明らかにして書面を持っておこなわれなけ

ればならない。

3、前項の異議申し立てがなされたときは、その適否を特別委員会が審査する。

4、特別委員会は前項の審査にあたって、適宜有識者の意見を求め、あるいは一

部の委員に調査を委ねることができる。

5、特別委員会は、意義申立に対して意義の却下を決定し、または倫理委員会の

決定を取り消して再調査を命じることができる。

（懲戒処分の効力）

第１４条

1、懲戒処分が決定し、当事者に告知されたときから１４日間が経過したとき、

または第１３条に基づく異議の申し立てに対し、特別委員会が却下の決定を

したときは、倫理委員会による懲戒処分は決定する。

2、懲戒処分は、前項によって確定した日から効力を発生する。

（本規程の改訂）

第１５条　本規程は特別委員会の決定により改訂することができる。

（入会金と会費等）

第１６条　会員は、その種別に従い、次の入会金及び会費を納入しなければなら

ない。

一度ご入金頂いた会費は返納できませんので、ご了承下さい。

１、　正会員について
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　　　正会員になるための入会金　33,000円（税込）

　　　BFRトレーナーについて

　　　正会員　年会費　資格認定会員　

　　　　　　　年会費：77,000円（税込）

　　　　　　　

入会金の内訳は、登録事務手数料や等が含まれる。

トラブルについて費用をサポートするための保険料が含まれる。

　　　ＮＰＴＡパーソナルトレーナーについて

　　　ＮＰＴＡパーソナルトレーナー受講料：583,000円（税込）

年会費：無料

　　　

　　　ライトピラティスインストラクターについて

　　　マットピラティス

ベーシック受講料：242,000円（税込）

インターミディエイト受講料 16,5000円円 (税込)

アドバンス受講料：16,5000円 (税込)

　　　スパインコレクター

スパインコレクター受講料：16,5000円 (税込)

　　　リフォーマー

ベーシック受講料：27,5000円 (税込)

　　　アドバンス受講料：19,8000円 (税込)

年会費：無料

２、年会費及び年間登録料の計算期間は１年とし、毎年１年分を先払いするもの

とする。但し、入会初年度の年会費及び年間登録料は、事業年度末までの月割

り額と次年度の年会費および年間登録料とを一括して支払うことができるもの

とする。

３、特別の費用を必要とし、特別委員会の議決により臨時会費を徴収することが

決定された場合には、会員は臨時会費を納入しなければならない。

（会員への告知）

第１７条　協会の会員への告知は、原則として協会が発行する機関誌、書面又は

電子メールにて行うものとする。
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第２章　BFRトレーナープロ・NPTAパーソナルトレーナープロ・ライトピラティ

スインストラクタープロ　会員

（定義）

第１８条　BFRトレーナープロは、BFRトレーナーズ協会の定める目的と事業内容

を認識し、BFRトレーナープロとして協会事業に協力し、BFRトレーナーを育

て、BFRトレーニングを通じて、健康と幸せが溢れる人々の暮らしに貢献する

事業の推進者である。

　・NPTAパーソナルトレーナーズプロは、BFRトレーナーズ協会の定める目的と

事業内容を認識し、NPTAパーソナルトレーナーズプロとして協会事業に協力

し、マスタートレーナーを育て、パーソナルトレーニングを通じて、健康と幸

せが溢れる人々の暮らしに貢献する事業の推進者である。

・ライトピラティスインストラクタープロは、BFRトレーナーズ協会の定める目

的と事業内容を認識し、ライトピラティスインストラクタープロとして協会事

業に協力し、マスターインストラクターを育て、ライトピラティスを通じて、

健康と幸せが溢れる人々の暮らしに貢献する事業の推進者である。

　BFRトレーナープロ・NPTAパーソナルトレーナープロ・ライトピラティスイン

ストラクタープロは、協会の呼びかけによって募集されるが、応募においては

以下の条券を満たしたものとする。

1. 1年以上のBFRトレーナー・NPTAパーソナルトレーナー・ライトピラティスイ

ンストラクターの経験があり、BFRトレーナープロ・NPTAパーソナルトレー

ナー・ライトピラティスインストラクタープロの3人以上の推薦があり、協

会が認めた者。

2. 健康な人柄であること

3. スポーツの種別は問わないが、選手ならびにトレーナーの経験があること

（BFRトレーナープロ・NPTAパーソナルトレーナープロ・ライトピラティスイン

ストラクタープロの指導（業務））

第１９条　

・BFRトレーナープロは、BFRトレーニングについての専門的な知識に基づいて、

BFRトレーナーに対してBFRベルトとそれを使用したトレーニングに関する適切な

助言を与え、BFRトレーナーや彼らが指導する顧客の求めるトレーニング成果を

得るまでの全てにおいて補佐することを業務とする。

・NPTAパーソナルトレーナープロは、パーソナルトレーニングについての専門的

な知識に基づいて、トレーニングに関する適切な助言を与え、NPTAパーソナルト

レーナーや彼らが指導する顧客の求めるトレーニング成果を得るまでの全てにお

いて補佐することを業務とする。

・ライトピラティスインストラクタープロは、ライトピラティスについての専門
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的な知識に基づいて、ライトピラティスに関する適切な助言を与え、ライトピラ

ティスインストラクターや彼らが指導する顧客の求めるトレーニング成果を得る

までの全てにおいて補佐することを業務とする。

BFRトレーナープロ・NPTAマスタートレーナー・ライトピラティス マスタート

レーナーは、以下の事業を行う。

1. BFRトレーナープロ・NPTAマスタートレーナー・ライトピラティス マスター

トレーナーとしての資質向上を図るための情報提供・交換活動

2. BFRトレーナープロ・NPTAマスタートレーナー・ライトピラティス マスター

トレーナー教本（テキスト）の編纂への参加

3. BFRトレーナープロ・NPTAマスタートレーナー・ライトピラティス マスター

トレーナーや一般消費者を対象としたBFRトレーニング・パーソナルトレー

ニング・ライトピラティスに関する普及・啓発セミナー・後援会や相談会等

の実施

4. BFRトレーナー・NPTAパーソナルトレーナー・ライトピラティスインストラ

クターの育成

（入会金と会費等）

第２０条　BFRトレーナープロ・NPTAマスタートレーナー・ライトピラティス マ

スタートレーナーは、次の審査・登録料及び会費を納入しなければならない

1、 BFRトレーナープロの場合

入会金：33,000円（税込）

年会費　77,000円（税込）

年会費には継続セミナー／ＢＦＲに関するセミナー、ＢＦＲトレーニング指

導中の業務上発生した事故の保険料が含まれる。

2、 NPTAパーソナルトレーナー・ライトピラティスの場合

3、入会金：33,000円（税込）

年会費：無料

4、２、年会費及び年間登録料の計算期間は１年とし、毎年１年分を先払いする

ものとする。但し、入会初年度の年会費及び年間登録料は、事業年度末まで

の月割り額と次年度の年会費および年間登録料とを一括して支払うことがで

きるものとする。

一度ご入金頂いた会費は返納できませんので、ご了承下さい。

5、特別の費用を必要とし、特別委員会の議決により臨時会費を徴収することが

決定された場合には、会員は臨時会費を納入しなければならない。
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第３章　法人会員

（定義　法人会員とは）

第２１条　法人会員は、登記されている企業のみが登録できる。加えて

・BFRトレーナーの法人会員は、3名以上のＢＦＲトレーナーを在籍させなければ

ならない。

・NPTAパーソナルトレーナーの法人会員は、3名以上のNPTAパーソナルトレー

ナーを在籍させなければならない。

・ライトピラティスの法人会員は、3名以上のライトピラティスインストラク

ターを在籍させなければならない。

（ＢＦＲトレーナーの指導（業務））

第２１条　法人会員のＢＦＲトレーナーは、法人会員の運営する施設および、企

画・運営するイベントのみで、ＢＦＲトレーナーとしての業務を遂行することが

できる。

ＢＦＲトレーニングベルトの販売、バーサーカーブランドのサプリメントの販売

は、それぞれの企業の運営方針に従うものとする。

法人会員のNPTAパーソナルトレーナーは、法人会員の運営する施設および、企

画・運営するイベントのみで、NPTAパーソナルトレーナーとしての業務を遂行す

ることができる。

法人会員のライトピラティスインストラクターは、法人会員の運営する施設およ

び、企画・運営するイベントのみで、ライトピラティスインストラクターとして

の業務を遂行することができる。

（入会金と会費等）

第２２条　法人会員である企業は、次の年会費を納入しなければならない。

・BFRトレーナー

1. 初年度　 個別対応になります。

年会費　 個別対応になります。

年会費には継続セミナー／ＢＦＲに関するセミナー、ＢＦＲトレーニング指

導中の業務上発生した事故の保険料が含まれる。

2. 年会費及び年間登録料の計算期間は１年とし、毎年１年分を先払いする。

一度ご入金頂いた会費は返納できませんので、ご了承下さい。

3. 法人会員のＢＦＲトレーナーは、その企業を退職すると同時に、ＢＦＲト

レーナーの資格は無効となる。しかし個人として年会費を別途支払うことに

より、個人のBFRトレーナーとして継続することができる。

・NPTAパーソナルトレーナー、ライトピラティスインストラクター

１，個別対応になります。
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　　次年度からの年会費は不要です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

制定日　2014年 9月20日

改訂日　2015年11月25日

改訂日　2021年9月1日
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